
各市町村証明書発行ご担当者 様 

 

北海道北見北斗高等学校事務室 

 

   高等学校等就学支援金申請に係る課税証明書の発行の依頼について（依頼） 

このことについて、高等学校等就学支援金を北海道教育庁オホーツク教育局に申請す

ることに係って、次のとおり証明書の発行をお願いいたします。 

なお、北海道内の各市町村については、令和５年（2023 年）３月 30 日付で北海道教

育庁学校教育局高校教育課学校制度係より依頼があった内容と同じものです。 

 

１、市町村民税の所得割に関する下記（イ）及び（ロ）の項目について確認可能な課税

証明書等の証明書 

（イ) 課税標準額【特定個人情報項目コードTK00000200000810】 

（ロ) 調整控除の額【同TK00000200001020（市町村民税_調整控除額）】 

※ マイナンバー制度において情報連携を行うデータ項目等を定めた「データ標準レイアウト様式

B-002（地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはそ

の算定の基礎となる事項に関する情報）」における定義によるものとする。 

 

 ２、各市町村の課税証明書等の様式により上記（イ）（ロ）の項目が確認できない場合 

（１） 課税証明書等の備考（余白）に、上記（イ）及び（ロ）の２項目を記載 

（２） 課税証明書等と併せて、裏面「高等学校等就学支援金に係る課税証明書（補

足）」を交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（氏名）        殿                （裏面） 

高等学校等就学支援金に係る課税証明書（補足） 

高等学校等就学支援金の支給に関する法律その他の関係法令に基づき実施さ

れる、高等学校等就学支援金の支給に関して、その申込等の手続きのため照会

があった事項のうち、添付の課税証明書等に記載のない以下の事項（マイナン

バー制度において情報連携を行うデータ項目等を定めた「データ標準レイアウ

ト様式 B-002（地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定によ

り算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報）」における

定義によるものとします。（本人該当区分のうち「未成年」を除く。））につい

ては、下記の通りです。 
 

    年度（    年分）の所得等 

 課税所得額（課税標準額）       円 

 合計所得金額             円 

 総所得金額等             円 

 扶養親族の合計            人（※同一生計配偶者を含む） 

（内、16歳未満扶養者数          人） 

 本人該当区分 ※以下のうち、該当するものに○ 

特別障害  その他の障害  寡婦  ひとり親   

勤労学生  未成年 

（税額控除 内訳） 

 調整控除の額             円 
  ※市町村民税相当分 

 

日付   令和  年  月  日 
市区町村名            
担当部局課名           

 

公印※省略可 

 

（令和５年３月改訂版） 


